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長崎の地に生きる 代表世話人(共同) 楠田昌子

はるか昔、大学

を卒業後間もなく、

愛知県の病院で仕

事をしていた時の

ことです。ある御

年配の患者さんの

カルテに押された、

赤い○原 のスタンプ

に目がとまりました。一体何の印だろう。お

粗末ながらこれが私と「被爆者」との最初の

接点でした。

縁あって長崎に住み、○原 の患者さんの多さ

に、「ああここは被爆地なのだ。」と実感し、

長崎に落とされた原爆、そして戦争とは何で

あったのかを探す旅が始まりました。

ある時、義母が自分の被爆体験を話してく

れました。義母は薬剤師で、当時長崎大学附

属病院の薬局に勤めていました。戦争の状況

がだんだん厳しくなり、病院で働く人も少な

くなっていました。同じ職場でお友達だった

‘えみこさん’も、1945年 6月に退職し、御

主人のお里へ帰っていたのですが、長崎が空

襲にあったという知らせに、親しかった義母

を心配し、どうしても会いたくなって 8 月 8

日の夜に長崎へ訪ねてきました。翌 9 日、二

人で大学病院へ行き午前の仕事を済ませ、さ

あ御茶でもいただきましょうか、というその

時原子爆弾が炸裂しました。義母は爆風に吹

き飛ばされ、頭と肋骨に怪我を負いながらも

しばらくして立ち上がり、同じ部屋にいた’

５周年で挨拶する楠田さん

えみこさん’は、そこで息絶えました。助か

った人たちに声を掛け合い、火の手を避けて

金毘羅山へと逃げ、ついに頂上で倒れこみ眠

ってしまったそうです。ふと気がつき、腕時

計を見ると 11 時 2 分で時は止まっていまし

た。

もし義母が’えみこさん’と同じ運命であれ

ば、私は長崎で原爆を考えることもなかった

だろうと思います。朗らかに生きている義母

ですが、たくさんの被爆者の方々と同じよう

に原爆の記憶は心と体に刻まれています。

『城山憲法九条の会』が生れ 5 年。実にい

ろいろな活動をしてきましたが、何より私自

身が多くのことを学ばせていただきました。

そして、戦争の時代を想像できるようになっ

た私は、自分をその時代に置いてみます。果

たして耐えうることができるだろうかと。答

えはいつも「否」です。

戦争で命と未来を奪われた数え切れない人

々の上に、私たちは立っており、その犠牲を

経て今の平和があること、決して戦争を繰り

返してはならないことを、教えていただきま

した。

これまで皆様の御支援・御協力のおかげで、

活動を続けることができましたことに心より

お礼を申し上げますとともに、これからもか

けがえのない平和を守るべく皆様と一緒に頑

張っていきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。
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城山憲法九条の会5年のあゆみ

「城山憲法九条の会」の結成
城山憲法九条の会は、２００５年１月１９日に発足。長崎市

の城山小・西城山小校区を中心に活動しています。城山地域は原

爆落下中心地から数百メートルの地域にあり、「会」は「再び戦

争しない」、「被爆者はつくらない」を合い言葉に、憲法九条を守

るために運動しています。

被爆者が大きな役割をはたしている｢九条の会」で原爆遺族会

会長、長崎証言の会代表委員、カトリック神父、小児科医院長、

歯科医師、音楽家、大学・高校の教師、幼稚園園長などの方が

世話人を担っています。

活動の目標と内容
※「憲法九条を守る」の声を住民の過半数にまで広げ、国民投票になっても九条を守り抜けるよう

なることをめざします。

※「会」の賛同者を広げ、賛同者に依拠して運動をすすめます。

※学習会、講演会、映画会、宣伝、署名行動などにとりくみます。

※定期的な世話人会の開催、ニュースの発行（現在１７号）、ホームページの作成をおこないます。

※財政は募金でまかないます。

結成のつどい(05/2/20)

結成後の活動
２００５年

1月19日 「城山憲法九条の会」結成。

2月20日 結成のつどい」(城山小学校から会場

使用を拒否され、城栄会公民館で）。下平作

江さんの被爆体験の講演と音楽家・園田鉄美

さんの歌と演奏をおこないました。

3月28日 戦争体験者の話を聞く会「ノモンハン

のたたかい」（講師は井手武雄さん、城栄会公

民館）。

5月3日 「ながさき９ 条フェスタ」に参加。

5月26日 学習会「ほ

んとうの脅威は何

か？北朝 鮮のミサ

イル、核を考える」

（講師は長崎大学助

教授・冨塚明さん、

友愛社会館幼稚園）。

9月10日 講演会「戦争中の暮らし」(講師は広

瀬方人さん）。他の「九条の会」との交流（憲

法九条の会・諫早、うらかみ憲法九条の会が

学習会 05/5/26
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参加、城栄会公民館）。

10月25日 ｢映画 日本国憲法」の上映会（友愛

社会館幼稚園）。

11月3日 「なが

さき９条フェス

タ」に参加し、

城山の｢会」の

活動を報告。

12月10日 「自民

党の改憲案につ

いて」の学 習会（講師は井田洋子・長崎大

学助教授、城山カトリック教会）。

12月19日 「県九条の会」主催の交流会に参加。

２００６年

1月14日 城栄商店街で「憲法９条守れ」の街頭

署名行動（10人で28筆）。

2月18日 「映画 日本国憲法」上映会（２回目、

友愛社会館幼稚園）。

4月23日 原爆遺跡

めぐり（城山小の

被爆校舎、記念館、

嘉代子桜、原爆柿

の木、油木防空壕

など）。

5月3日 「県九条の会」講演会と「ながさき９

条フェスタ」に参加。

5月20日 城栄商店街で街頭署名行動（10人で80

筆）。

6月10日 ９条の会全国交流会に佐久間洋子事務

局長が参加。

6月17日 「県九条の会」主催の全国交流会の報

告会に参加。

6月24日 「講演と音楽のつどい」（講師は活水

大講師・渡邊弘さん、音楽はうたごえグルー

プ、友愛社会館幼稚園）。

テレビが取材した映画会10/25

｢嘉代子桜｣前で06/4/23

11月22日 城栄商店街で「憲法９条守れ」の街頭

署名行動(5人、70筆）

12月17日 ながさき９条フェスタ(公会堂、楠

田代表世話人夫妻が活動報告）。

２００７年

1月19日 結成２

周年のつどい

（高見三明・カ

トリック長崎

大司教が講

演、城山カトリック教会、150人参加）

5月3日 ながさき９条フェスタ2007。

5月9日 「憲法９条守れ」の街頭署名(5人、

40筆)

5月26日 「子どものしあせと憲法」のつどい

（講師は里見公義小児科医と門更月高校教

師、城山カトリック教会）

9月29日 講演「韓国謝罪の旅」（講師・広瀬

方人ストーンウオーク･コーリア代表、城山

カトリック教会）

11月1日 「井上ひさし講演会」チラシ配布（2

カ所）。

12月6日 「井上ひさし講演会」チラシ配布（2

カ所）。

12月16日 県9条の会主催で井上ひさし講演会

「聖地ナガサキから見た九条」、長崎大学中

部講堂。

高見大司教の講演07/1/19
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２００８年

2月20日 結成3周年

のつどい（城山

カトリック教会、

土山秀夫元長崎大

学学長講演「次世

代のための日本国

憲法」。高校生1万 人署名行動の報告。

5月3日「ながさき9条フェスタ」水辺の森公園。

7月19日「日本と中国関係を考える講演と音楽

のつどい」（城山カトリック教会）-講演「中

国人強制連行とは」（高實康稔長崎大学名誉

教授）、歌と演奏（廖明智さん）。

11月3日県9条の会主催「池田香代子氏と元長

崎大学長の土山秀夫氏との対話集会」。

11月17日「九条の会」全国交流会、広瀬方人

世話人が参加。

２００９年

2月21日結成4周年のつどい。記念講演「城山

の歴史を語る」（越中哲也長崎歴史文化協会

理事長）、歌（ピースソンググループ）。

5月3日 九条フェスタ（水辺の森公園）に参

加。

7 月4日 夏の集い（ゲオルグ・フライゼさん

の講演と園田さ

んの歌：城山教

会信徒会館、40

名参加。

9月9日 映画「日本

国憲法」の上映会

（城山 教会信徒会館）に１２名参加

講演する土山元長大学長

語るゲオルグ君09/7/4

10月24日 被爆遺

構・碑めぐり

（活水高校～爆

心地）と高校

生1万人署名行

動報告(20名参

加)。

12月5日 アルカスＳＡＳＥＢＯでピースフェ

スティバルinさせぼ（全国九条の会事務局

長小森陽一さんの講演等）に佐久間事務局

長が参加

２０１０年

2月27日 結成５

周年の集い（ヒ

ルデン神父講

演・パネルディ

スカッション・

星野恵利コンサ

ート：城山教会

聖堂）に約50名 参加。

爆心地公園 09/10/24

5周年の集い 10/2/27
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城山憲法九条の会 「結成5周年の集い」

城山憲法九条の

会は20010年２月2

7日（土）13時半

から城山カトリッ

ク教会聖堂におい

て、結成５周年の

集いを開催し、約

５０名が参加しま

した。

最初に、代表世

話人の楠田昌子さんの開会あいさつの後、会

の世話人の一人でもある城山カトリック教会

のマイケル・ヒルデン主任神父が「平和を求

めなさい」と題して記念講演しました。

ヒルデンさんは、冒頭に米のオバマ大統領

の「Yes we can」に対して、私たちは憲法九

条を変えようとする人たちには「No you can’

t」と言おうと訴えました。37年間日本に在住

しているが、25才まではアメリカで過ごし、

その後日本で司祭として生きてきた立場から、

平和に対する思いを語られました。

自分の祖先はドイツ人とアイルランド人の

血を受け継いでいる。幼い頃はとても貧しい

暮らしの中で生きてきて、やがて宗教者の道

を歩み始めた。アメリカにいるときは、長崎

のことは原爆の写真を通じてしか知らなかっ

た。しかし、日本に来てから原爆のことを深

く知り、これは人間の立場からも神の立場か

らも許されないものであると感じた。

平和についての思いは、いろんな方々の書

いた本を読むことで目を開くことができた。

また、キング牧師、ガンジー等の偉人と同時

代を生きてきたことは、今の自分にも大きな

影響を与えた。

聖アウグトゥスは「平和は秩序ある静けさ

講演するヒルデン神父

である」と教えた。平和を壊す者は誰だろう

か？また、誰が平和の言葉を広げるのだろう

か？イエス・キリストは「汝の敵を愛しなさ

い」と教えている。

日本は、遠くの国の平和の問題より前に、

隣国の言葉を学ぶ等、アジアを平和の共同体

としてとらえることが必要ではないか。世界

は武器のない世界へ動いている。憲法九条で

世界に貢献することができるのではないか…。

と外国人として、また宗教者の立場からの憲

法九条への思いを語られました。

その後、「ア

イラブ憲法九

条」をテーマ

に、５名の方

々がパネルデ

ィスカッショ

ン形式で、それぞれが９条への思いを語り、

会場からの意見も交えながら論議を行いまし

た。

まず、進行役の廣瀬方人さんが発言。日本

は1991年湾岸戦争で１兆３千億円も資金を出

したのに、金しか出さないとバッシングを受

け、マスコミは「国際貢献のために改憲を」

とのキャペーンを張り、当時の世論調査では、

「憲法を変えるべき」とする人が７割だった。

2004年に９氏が呼びかけた「九条の会」は全

国に広がり、昨年には「憲法を変えない」と

する人が７割に広がった。このなかで憲法九

条の会の果たした役割は大きい。3年前に改憲

勢力によって強行された「国民投票法」が今

年の５月から施行されることになるが、城山

九条の会がこれからどう活動していくか、そ

れぞれに思いを語ってもらいたいと口火を切

パネラーの５人
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りました。

奥山忍さんは、学校で日本史を教えている

が、日本の加害責任にも目

を向けつつ、戦争の実態を

生徒と一緒に学びながら、

９条の大切さを伝えたいと

思っている。一方で、国民

投票法が施行されたら、教

員の言動にどのような規制がかかってくるの

か心配であると語り、子どもたちへの平和教

育の中での教師としての思いを語りました。

楠田昌子さんは医師

としての立場からの体

験や思いを語りまし

た。。城山憲法九条の

会に参加して５年にな

るが、これまでいろい

ろな集いや取り組みに参加して、戦争の実態

を感じることが出来た。2003年にイラクを訪

れたが、劣化ウラン弾によるとみられる白血

病の子どもが多く、病院には薬が足りない。

イラクから友人の医者を日本に招き、彼が帰

国してからはメールのやりとりをしている。

彼によると、「目の前で苦しむ子どもを救って

やれない苦しみをつくづく感じている。一方

で平和な日本の風景を見て、当たり前のこと

が当たり前である世の中に心が安らぐ。」との

こと。

熊谷紘子さんは。昭和

19年に父親が召集され

て、戦死の知らせは昭和

３１年に来た。その後母

子家庭に対する差別が激

しかったと語りました。

自分に子どもが出来た時、憲法９条によって

守られていることを実感したこと等を切々と

語りました。

里見公義さんは。1946年に上海から引き上

げ、博多から貨物車で

嬉野にたどり着き、そ

の後小学校６年のとき

城山小学校に編入にな

った。城山に医院を開

業して21年になるが、毎日子どもたちを診て

いて思うのは、子どもたちを戦争に参加させ

ないために、若い人たちに九条への理解を広

げたいことであると語りました。

山口秀樹さんは。この

地区にはカトリックとプ

ロテスタントの教会があ

り、共に九条の会に関わ

れていることに喜びを感

じる。幼稚園児を、原爆

資料館に連れて行き、振り袖の少女の絵や像

を見せる。来年には嘉代子桜の苗木を植樹す

る。憲法前文に初めて触れた時は、夢と希望

を感じた等と語りました。

会場からは、毎年夏に子どもたちに向けた

被爆者の話や映画会などを取り組んでいる。

昨年には270人が参加し、140通の感想文が寄

せられた。城山憲法九条の会は、ささやかだ

が、地域とつながることが大事だと思う。住

民の過半数が「ノー」の声を上げるよう努力

していきたいとの発言がありました。また、

東京から参加したという学生は、集いの会場

がカトリックの教会であることに驚きを感じ

ている。とても良い雰囲気だと思う。長崎ゆ

えの特殊なことなのかとの質問も寄せられま

した。

つづいて、長崎の音楽界の第一線で活躍さ

れている、オペラ歌手の星野恵利さんとピア

ニストの後藤美樹さんによるコンサートがあ

りました。

客席後方から「アメージンググレイス」を
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歌いながら登場した星野さんは、「この会場で

歌えることを楽しみにしていました。」とあい

さつ。その後、「早春賦」「中国地方の子守歌」

など親しみのある歌を演奏した後、マスカー

ニの「アヴェマリア」を自ら作詞したラテン

語の典礼文で披露しました。

また、後半は後藤さんがショパンの「ノク

ターン」をピアノソロで華麗に演奏、続いて

星野さんが聖堂を舞台に見立てての「おお幾

度か」、「マダムバタフライ」から「ある晴れ

た日に」を情熱的に演奏、またアンコールで

は歌劇「トスカ」から「愛に生き恋に生き」

を歌われ、５周年の集いを締めくくるにふさ

わしい、格調高く、聖堂に響いた素晴らしい

コンサートとなりました。

最後に、佐久間洋子事務局長が閉会のあい

さつを行いました。なお、この日会場で募金

として32,521円が寄せられました。

（これ以降の写真は活動の紹介で、直接本文の写真ではありません）

アイラブ憲法九条・私の活動

「城山憲法九条の

会」結成５周年に

あたり、事務局か

らの会員の方々に

「アイラブ憲法九

条～私の活動～」

と題して寄稿を依

頼したものに対して寄せられたものです。

山口秀樹さん

（会世話人・友愛幼稚園園長、四杖町）

若い人たちと感覚や感じ方がずれていると

いう思いを最近強くします。唄のリズムや日

本語を分解したような歌い方が、心打ちませ

ん。お笑いタレントの大口開けて手をたたい

て笑い合うやりとりが、さっぱり笑えません。

癒される、差別化、評価、マニュアル、じゃ

４周年で講演する越中さん
（09/2/21）

ないですか、……言葉の意味がとけ込んでき

ません。

こんな感覚や感じ方のずれがあるのですか

ら、憲法の言葉を若者は、私のようには受け

取っていないことは想像できますが、どのよ

うに聞いているのでしょうか。

「我らは、平和を維持し、専制と隷属、圧

迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努め

ている国際社会において、名誉ある地位を占

めたいと思う。」これらの言葉を聞いた時、私

は希望を持って青空の向こうへ歩いて行くと

いうような胸の高鳴りを感じました。若い世

代の残像に共鳴していないのかもしれません

が、今でもそんなときめきを感じます。

現代の若者がこの言葉に、このような希望

や胸の高鳴りを感じないとすれば、現実の世

界が「平和を維持し」ようと「努めている」

とは思えない、他国への支配や貧困・差別を
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「永遠に除去しようと努めている」とは思え

ない、ということでしょう。

けれども、いろんなＮＰＯやボランティア

活動の様子を聞けば、やはり若者は、私たち

が憲法の言葉に感動したように、それとは違

う言葉や映像や情報に、違う感覚で、友情や

平和への希望と胸の高鳴りを感じているので

しょう。

その時代が夢や希望にあふれているから、

夢や希望の言葉を聞くのではありません。た

とえどんな絶望と闇の世界であっても、夢や

希望をもって語る人の言葉を聞いて、光が胸

にさしこむのです。私たちが憲法の言葉を聞

いて胸が高鳴ったのは、夢と希望をもって語

ってくれた大人たちがいたからです。私も平

和について夢と希望をもって語る大人の一人

でありたいと願います。

穂坂裕二さん(春木町)

日本国憲法制定については、どのような経

過があったか、当時の記録を見ると、戦争で

最も大きな被害者であった女性が選挙権を持

ち、選ばれた国会議員が憲法草案の文章のひ

とつひとつを長時間検討して完成されたよう

である。

最近、改憲の動きがあり、徐々に激しくな

り改憲を意図する方向に動いているようであ

る。

いま社会の各方面で活躍している人々は、

戦争で空襲或いは機銃掃射の経験はなく、ア

メリカが公表する３０年前の文章や回想録を

研究し、今後の判断をしているのが現状と思

う。戦争の悲惨は状況についての認識は個人

差があるが、高齢者は反戦の思いは強いと思

う。

時々テレビで国会中継があり、それを見て

いると発言が抽象的で、法案が成立後に我々

はどのような恩恵を受けるかは不明な事が多

い。気が付いた時には取り返しのつかない事

態になる恐れさえあるようである。

最近、戦争が終わってから６０数年「外国

を攻撃した事のない国は日本だけ」との言葉

がある。これは我が国に憲法９条があり、日

本人がこれを守ってきた事実によるものであ

ろう。

今後、再び戦争により破滅に至らぬよう国

民の努力が必要である。

園田鉄美さん（会世話人、音楽家、油木町）

憲法第９９条

には「天皇又は

摂政及び国務大

臣、国会議員、

裁判官その他の

公務員は、この

憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定さ

れています。

私も公務員ですが、それ以前に、子どもの

頃から両親や学校の先生から戦争や原爆の話

を聞く機会も多く、当時は市内のあちこちに

防空壕がたくさん残っており、傷痍軍人や被

爆者の生々しい傷跡を目にすることもありま

したし、中学・高校時代には友人達とベトナ

ム戦争について論じ、社会人になってからは

労働組合や平和運動にも関わってきたことも

あって、今日まで憲法を守るのは当たり前と

思い、９条の会ができた時は何のためらいも

なく入会しました。

さて、２００７年の５月、自民党政権下で

憲法改正手続に関する法律が強行採決の上、

FREEDOMの演奏09/2/21 )
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成立しました。そして、この法律は今年５月

１８日をもって施行されます。

「この憲法の改正は、各議院の総議員の三

分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、

国民に提案してその承認を経なければならな

い。この承認には、特別の国民投票又は国会

の定める選挙の際行はれる投票において、そ

の過半数の賛成を必要とする。」（憲法第９６

条）とされていますが、鳩山首相も時期は明

言しないながらも改憲を否定していませんし、

国民投票の有権者は１８歳以上とされている

こと、９条の改正が例えば国民の人権にプラ

スとなる改正と抱き合わせの形で出た場合等、

９条を守ろうとする私たちの主張や呼びかけ

の幅の広さ、層の厚さ、多様さが問われてく

るものと思われます。

国民投票が実施される前には、国会論戦や

マスコミ報道等で国民的議論が起きるとは思

いますが、親族や友人、職場や地域など周り

の人に「９条の改正に反対投票を」と訴え、

過半数の賛同を得ることができるかと考える

と、城山憲法九条の会がもっと地域に根ざし、

親しまれる存在として、大きくならないとそ

の役割を果たすことが出来ないのではないか

と思えます。そのためにも、今後自らの“歌

う活動”も含め、決意も新たに皆さんと共に

頑張っていきたいと思います。

川端京子さん

（青山町）

「国民投票に意

思表示を」

城山憲法９条の会

５周年を迎えて、

沢山の集いをありがとうございました。いく

被爆遺構巡り(09/10/24)

つかの中でも各々意義のある集いばかりでし

た。２２０名の会員をささえて下さっている

運営の方々に感謝します。

政権交代以降からの様子は、新聞、テレビ

等での内容は目に余るものもあって、時には

以前より安心して暮らせるかどうか、良い方

向に社会が行ってくれるかと心配になります。

この事は私達自身の意識次第で私達の問題と

して大切な事です。大袈裟になるかもしれま

せんが、生きる事のきびしい現実を、これ迄

以上に味わい生きていかなければならないと

常々思っています。

『６０年間、戦争として人を殺したことが

ないのは、世界で只日本だけ。だからもっと

論理的にしっかりした気持ちを持つべきだ。

もっと勉強してほしいし、意識をはっきり持

った人間になってほしい。“安保闘争”の時迄

は、国民はしっかりしていたのに、なぜその

後骨抜きな人間になったか』（ＮＨＫ深夜便で

「戦争体験と昭和史研究」作家半藤一利さん

の話をされた言葉の一部分です。

私もその通りだと思います。この話を聞い

て、今“九条”を守って行くのは日本それに

世界中の人々の責任でもあって、日本で今後

「国民投票法」が施行されたならば一人でも

多くの人に、正々堂々と九条の永久保存に意

思表示！と、叫びたいものです。

私からの提案ですが、戦時中の当時、子ど

もたちは悲惨な生活を体験してきました。そ

の様子を若い方々に聞いてもらいたいのです。

衣・食・住のひどい暮らしぶりを子どもに聞

かせてきたものの、「おかあさんの話はまた戦

争の話。何回話せば終わるのかしら。」と、そ

の場から去る子どもたちでした。私の話し方

に問題があったのだろうと反省しています。

このようなことを話せる会はいかがでしょう
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か。計画のひとつに加えて頂ければと思いま

す。

里見公義さん(会世話人、小児科医師、城栄町)

「城山憲法９条の会結成５周年に寄せて」

太平洋戦争が終結して６４年、この間日本

は戦争をしなかったわけで、６３歳未満の人

は戦争体験がまったく無いわけである。これ

は憲法９条のおかげであるということを認識

している人は何人いるだろうか？

私自身も４、５歳ころの記憶は薄れつつあ

るし、戦争の記憶としてはかすかに防空壕に

入っていたこととか、終戦後疎開先から満員

の列車に押し込められて帰ったことくらいし

か覚えていない。

小学校６年生の時に城山小学校に転校して

きたが、今の被爆校舎のところは鉄筋がむき

出しで原爆の爪痕を無惨に残していた。あち

らこちらに焼け野原があって、自宅の庭を掘

ると焼けた瓦とか溶けて変形した瓶などが沢

山でてきた。

この城山地区で育ち今生活している者の一

人として、「戦争の放棄」、「戦力の不保持」、

「交戦権の否認」を謳う平和憲法を守るため

に、「城山憲法９条の会」を結成しようという

動きがあったとき、私も世話人になることに

同意した。集いとか学習会、講演会など様々

な企画がなされたが、私自身決して活発な仕

事はしてこなかったことを反省している。た

だ、これからも子

どもたちを戦場に

送り出さないため

の運動を微力なが

ら続けていければ

と思っている。
つどい (07/5/21)

深堀 柱さん (宝栄町)

２００９年１２月１８日「城山憲法九条の

会」から原稿依頼があった。宗教的で申し訳

ないが、カトリック新聞も同時に配達され帯

封だけの新聞から読み始めた。

目に入ったのは、「憲法９条の支持誓う 韓

国 アジア諸宗教者が会議」という見出し。

リードにアジアの宗教指導者たちが、戦力の

不保持と交戦権の否認を規定する日本国憲法

九条の保持を継続して支持していくことを誓

った、とソウルＣＮＮ発の記事があった。１

２月初旬、ソウルにアジアの８つの国と地域

から約８０人のキリスト教、仏教指導者らが

集い、日本の憲法九条に関する諸宗教会議が

開かれたと本文は続く。下段に「憲法９条を

世界の宝に」といった日本カトリック正義と

平和協議会ピース９の会の“ＰＲ”の囲み記

事も掲載されていた。アジアで、憲法九条に

関する議論が交わされた、という会議にまず

驚かされた、という認識に欠ける会員で恥ず

かしい。

先にも触れたが、城山憲法九条の会から原

稿依頼の郵便、カトリック新聞の憲法九条の

会がソウルで開催された、という記事……。

偶然というか二つの関連に無関心な私には、

ちょっぴり“衝撃的”だった。旧制中学４年

の時、学徒報告隊で動員されていた三菱茂里

町兵器工場で被爆死した友から、「おい、深堀

「憲法九条」について勉強せんば」ときつい

忠告だった、と受け止めている。

さらに彼らに背を押され、０８年１２月２

９日～０９年１月１４日までイタリアのピエ

モンテ州に「被爆証言者」として招かれ（現

地滞在時間１５日間）、その使命を果たすこと

ができた。原爆資料館を参観のイタリア人か

ら「被爆者の生の声を聞きたい」という要望
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から大阪に住むイタリア人司祭との二人三脚

で教会・修道院・県・公立高校など九カ所を

巡った。車を走らせると、１０数分でスイス

の国境という雪の深い地域。約３０センチの

雪が積もっていた。オバマ米大統領の言葉で

はないが、核のな

い世界平和の実現

を願い、雪けとば

して歩を進めた。

深町孝郎さん(会事務局、立岩町）

日本国憲法への思い

異常なほどの竜馬ブーム。私は竜馬が師と

仰ぐ勝海舟にもっと注目したい。勝は江戸城

無血開城の立役者であるだけでなく、日清戦

争は欧米流の植民主義だとして終始反対の立

場を貫いた。この点で福沢諭吉は勝の対極に

位置した。ＮＨＫドラマ「竜馬伝」で勝海舟

がどう扱われるかを関心もってみている。ま

た今放映中のドラマ「坂の上の雲」は侵略戦

争である日清、日露戦争に勝利した明治時代

を賛美するものだけに要注意である。

日本は維新後、欧米列強と覇を競い、日清

・日露戦争、日韓併合、太平洋戦争へ突き進

んだ。その結果、日本国民３百万人とアジア

国で２千万人が犠牲となり、長崎、広島は悲

惨な原爆投下を体験することになった。

この道の反省のうえに、憲法９条をもつ日

本になったはず。第一次、第二次世界大戦を

通じて広がった戦争や武力行使を批判する考

えが国連憲章となっている。九条はさらにそ

れをすすめて、戦争行為や武力を否定する崇

高なものとなっている。

今日の対テロを口実にしたイラク戦争やア

3周年つどいで(08/2/23)

フガン戦争は、テロをなくすどころか、テロ

を広げてしまった。これは戦争や武力ではテ

ロも防げず、平和も守れないことを示してい

る。その対極にある九条の思想が輝いている。

北朝鮮の脅威を理由に憲法改悪の主張が強

まっているだけに、九条の大事さを語ること

がますます大事になっている。

今日、国民の暮らしや人権の憲法違反状態

が広がっているだけに、憲法を暮らしに活か

すことや、憲法を民主主義を守る砦にしてい

くことが重要になっている。

改めて日本国憲法を学び、憲法を活かし、

世界に広げることに、微力であっても、取り

組みをつづけていきたいと思う。

橋口亮子さん（会事務局、油木町）

原爆が落とされ、終戦となって大人たちは

なぜ負けたのか悔しがる人もいましたが、７

歳の私は、原爆の恐ろしさとＢ２９が飛んで

こんだけでもいいと思っていました。

しかし本当の喜びは日本国憲法が施行され

てからでした。戦争は二度としない、武器も

持ってはいけない。憲法九条は、戦争の放棄

を世界に宣言しました。あの忌まわしい暗黒

の時代から一変して、澄みきった青空のごと

く変わったのですから。

それから平和が当たり前の時を過ごしてき

ましたが、憲法を学んでいくうち、前文の奥

深さを感じます。九条を重ね合わせると感動

します。

しかしここ数年、九条改憲の動きが強まっ

ています。なぜ、と疑問に思います。世界に

誇れる九条は世界中の人が認めています。改

憲しようとする人たちは、幾多の人たちの犠

牲があって憲法が作られたことに心が痛むこ
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とはないのでしょうか。

憲法九条は宝です。子や孫たちも宝です。

戦争への道を開く片棒はかつげません。平和、

人権、平等の憲法を守り抜き、次世代に継承

していきたいです。

国民投票法も新政権のもとで目が離せませ

ん。出来ることなら欠陥法案は廃止が望まし

いと思っています。５周年を迎えて城山憲法

九条の会の発展に少しでも役に立てばと思っ

ております。

山田明子さん

(小江原町)

東京で起こっ

た「憲法九条の

会」は、またた

く間に日本全国

に拡まった

５年前、私は郷里の山陰の田舎に帰った時

も、街角の掲示板に「九条の会」の事が出て

いて、どんなに嬉しかったか、こんな田舎に

も「憲法九条を守らなければ」と云う人々の

思いが結集しているのだ！と。

戦後６４年間、日本国民は戦争の憂き目に

も遭わず、他国の人も殺傷せず、平和に暮ら

せて来たのは、九条のお陰だ、と思っている。

戦争を知らない若い人達はこの平和な状態が

当たり前で、それは九条のお陰だと思い至っ

ていない人も居る。

私は「平和省を作ろう」と云う市民運動に

も参加している。この運動は、今や二十数カ

国に拡がっている。国の国防省とかに替わっ

て、紛争や暴力を話し合いで解決し、平和の

文化を築こうと云う運動である。これは憲法

九条の精神を生かすための具体的手段の一つ

9条フェスタ(08/5/3）

である、と思っている。すでにネパール、ソ

ロモン諸島、コスタリカには出来ている。

今年は「ヒバクシャ地球一周証言の航海」

が行われて、行く先々の国から日本の平和憲

法は高い評価を受けたと云う。

オバマ大統領のプラハでの「核なき世界」

の発言も、どこまで、何時頃までに実現出来

るものか、その発言は本物か、自国の国益の

ためではないのか、ノーベル平和賞は本当に

その効果を挙げることが出来るのか、我々は

希望と期待と（一抹の不安をもって）彼の言

動と世界の反応を見守り、平和の実現に協力

して行かねばならない。世界は核で政治する

ことを止め、日本の憲法九条で平和を実現し

なければならない。３年前の安倍政権時、憲

法改正論が起こり、国民の意見を聞くための

「国民投票法」が出来た。２０１０年は実施

の年である。国民の一人一人の自覚が大事で

ある。

当面、核を国際管理し、日本は核の傘から

出て、九条のもとで国際社会をリードして行

くべきである。日

本憲法は世界の

宝、戦争のない世

界こそ、人類も地

球も生き延びるこ

とが出来る。

水谷厚子さん（会事務局、小江原町）

政権が変わり、何となく憲法改定の話題は

遠ざかっているように見えますが、水面下で

は、どんな動きがあるのか、怖いものを感じ

ています。

戦後、私たちは憲法に守られ、国内外で戦

争をおこすことなく６４年を迎えました。憲

9条フェスタで(08/5/3)
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法九条は日本の戦争に対する反省だけにとど

まらず、平和を求める人々の願いがこめられ

ています。また、憲法九条は日本だけでなく

世界の人々の希望です。日本国憲法は九条に

限らず、私たちが人間らしく生きたいという

願い、社会生活を営む上での指針、宝です。

２０１０年５月から国民投票法の施行が可

能になります。

改憲論者たちは、どう動いているのか知り

えませんが、日常のテレビ等でそれとなく九

条への攻撃や、抑止論が飛び出しています。

マスコミ、メディアが何をどう取り上げる

のか？大きくアンテナを広げることも大事で

はないでしょうか？

全国で九条の会が草の根で広がっています

が、マスコミなどを通じて得る情報は目、耳、

口、瞬く間に大きな力を発揮します。

マスコミの良い情報には励ましを、また、

間違った放送には抗議を等、すばやい行動が

必要になります。真実が見えにくくなったら

と思うとぞっとします。

全国に広がる九条の会に得体の知れない大

きな網が覆いかぶさるような錯覚を覚えるこ

とがあります。

憲法を変える真のねらいは何か？「海外で

戦争できる国づくり」にあること等を沢山の

人たちと一緒に議論し、しっかり学び、広く

知らせていく運動を強めていかなければなら

ない時期に来ているのではないでしょうか？

（母は言います。戦争に反対することさえ

知らなかった、いつの間にか戦争に突き進ん

で言っていた。ということのないように。）

世界の情勢は平和をめざす流れになってい

ます。「核兵器のない世界」への願いも現実の

ものに近づいている今日、九条は世界から高

い評価をうけています。

平和な未来を切り開く力を憲法九条は与え

てくれます。

中尾 愛さん (雲仙市愛野町)

私には戦争の記憶がありません。けれども、

平和活動や九条の会を通して、戦争や原爆を

体験した人達のお話を直に聴く事で、戦争の

怖さや惨さ、醜さを追体験することができま

す。

長崎に生まれ育ち、幼い頃から原爆の恐ろ

しさ、被爆者の叫びを身近にふれ追体験して

きた事で、核兵器廃絶の為に自分には何がで

きるのか考えてきました。核兵器をめぐる構

造や世界の動き、確実に広がり続ける幅広い

市民の運動の力、今もなお罪なき市民の命を

奪い続けている戦争の事を学ぶにつれ、初め

は「知る」事で精一杯だった私の平和活動は、

「つながり、知らせ、表現する」事も加わり、

今では私の日常の真ん中にあります。

19歳の時に、めざす平和の実現にむけて奮

闘する仲間たちと何より（すぐ落ち込む）自

分自身を励ますために、所属する平和委員会

の通信に描き始めた四コマ漫画の連載は今年

で12年目に入ります。

果たして九条を守るために私が今やっている

事は、足りているのか、意味があるのか？…

不安になったり、落ち込んだりしてしまう時

もありますが、そん

な時に九条を守る一

致点でつながる九条

の会の存在は、心の

支えになり、励まさ

れます。

知ること、学ぶこと、語り合うこと、つな

がること、知らせること、表現すること…誰

高実先生講演(08/7/19)
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もが自分のやり方で！…わかっていながら、

なかなかその一歩が踏み出せない人も、みん

なが九条を意識し、語り合える場である九条

の会に来ると、その第一歩を踏み出す勇気や

ヒントがわいてきます。

国民投票法の施行を前に、更に一歩をふみ

だし、また初めの一歩を共にふみだす仲間を

広げていくために、扉を大きく広げた城山九

条の会のあたたかな取組みが、確かな光を放

つ灯台のように思えます。

佐久間洋子さん

（会世話人・事務局長、春木町）

世話人を中心に、毎回の「つどい」参加者、

賛同人など２０人を超える方に、寄稿のお願

いをしたら、早い人は１週間後、年末には１

０名の方から原稿が寄せられた。今回お願い

の文章は園田さんが作られたが、それに書き

尽くされていて、何を書いてもそれをなぞる

だけに思えて手が止まる。

そこで、２年前、“３周年のつどい”を呼び

かけるチラシを改めて読み直してみる。

「現在、国会は改憲勢力が圧倒的多数です。

“改憲は許さない”を国民多数の声にしまし

ょう」と訴えていた。民主党政権になって替

わったか？表向きのソフトさに惑わされそう

な分、かえって怖い。

救いは、ほんの少しでも「国民の声に耳を

傾ける」姿勢が見えることだ。この５年間で、

全国に９条の会が燎原の火のようにひろがり、

国民多数があげた声が国会に、マスコミに、

届くようになってきてると感じている。

この流れを速めるのも、押しとどめるのも、

私たち一人一人にかかっている。責任を感じ

る一方で、「なんてステキな時代に行き会わせ

ている」とも思う。

別件だが、今年５月、ＮＰＴ再検討会議に

『核兵器のない世界を』署名を届ける代表団

の一人として、ニューヨークに行かせていた

だくことになった。間もなく７０歳になろう

とする身で、何を持ち帰れるか、不安はいっ

ぱいだ。“死ぬ気で（？）”で頑張るよりない？！

廣瀬方人さん

(会世話人、証言の会代表委員、若草町）

０ ８ 年

４月８日、

読 売 新 聞

が 悔 し そ

う に 「 憲

法 改 正 に

ついての世論調査」の結果を発表。それによ

ると、１５年ぶりに、憲法を変えないほうが

いいという人が、変えたほうがいいという人

を上回ったということであった。

「１５年ぶり」というのは１９９３年以来

ということ。その年、アメリカ政府が「日本

の自衛隊を海外派兵するため明文改憲を要求」

したのです。

その２年前の湾岸戦争の時から「憲法九条

があるから日本は国際貢献が出来ない」とい

うアメリカの強い非難を受けて、マスコミの

キャンペーンが始まりました。湾岸戦争で日

本は１兆３０００億円近い貢献をしたにもか

かわらず、感謝されなかった。だから海外派

兵で「国際貢献」が出来るようにするべきだ

というキャンペーンでした。

（九条の会の発足以来の経過）

※２００４年４月 の世論調査：憲 法を変

えた方が いいという人の 割合…７割近く

東京で講演会(05/7/21)
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※その年の６月１

０日、井上ひさし、

大江健三郎を初め

とする９人の呼び

かけ人による「九

条の会」の結成。

しかし多くのマス

コミが黙殺。

※呼びかけ人が中心になって全国で講演会や

催しが行われた…大きな転機

※２００５年から全国各地で「九条の会」の

結成

※２００５年、０６年、０７年、「憲法九条を

変えないほうがいい」という人の数が年々

増加。ついに、２００８年４月の調査で改

憲反対の数が賛成者を上回りました。全国

の「九条の会」の数は、２００５年…２０

００，２００６年…４０００、２００７年

…６０００と増加。読売が「改憲派の数が

３年連続で減少」と報道、ついに０８年４

月の報道で「逆転！」したのです。

※現在「九条の会」は全国で７０００を越え

ています。

※私たちの「城山憲法九条の会」も２００５

年に発足して、日本の憲法改定の動きを封

じ逆転させる運動の一端を担ってきたとい

うことです。

※全国九条の会からの呼びかけ

１．一人ひとりの創意や地域の持ち味を大

切にした取り組みで憲法を生かす過半数

の世論を

２．継続的・計画的に学習し、条文改悪も

解釈による憲法破壊も許さない力を地域、

職場に

３．思い切り対話の輪を広げ、引き続き小

学校単位の会の結成に意欲的に取り組み

つどい (08/7/19)

を。交流・協力のためのネットワークを

楠田昌子さん

（代表世話人、歯科医師、城山町）

「悪の枢軸」と旧ブッシュ政権が名指しし

たイラクとイランに、私は大切なお友達を持

っています。中には、20年来の長く深いお付

き合いもあります。

一緒にピクニックにも行きました。お国自

慢のおいしいお料理を心をこめて作って下さ

って、それらの思い出は今でも私の心を暖か

くしてくれます。

長いお付き合いの中、人生の喜怒哀楽「子

供が生まれたよ。」「父が亡くなってね。」とい

うことも、ともに共有してきました。

ある時、お正月の餅つきの光景を一緒に

見かけたお友達が、イランにも同じように餅

つきがあると教えてくれてびっくり！話をし

てみれば、新年を迎える習慣にいくつも共通

点があるのです。なーんだ、同じ人間だから

似たことがたくさんあって当然です。

もし、お友達がいる国と日本が戦争を始め

たら、武器を取りますか？とんでもありませ

ん。

戦争なんて、いまどき時代遅れです。いく

らでも話し合うことができるでしょ。同じ人

間なのですから。

伊藤塾塾長の伊藤

真さんの言葉を一部

抜粋して引用させて

いただきます。

「憲法は、飢餓、

貧困、人権侵害、差

別、環境破壊などの

戦争の原因を除く積
渡辺先生講演(06/5/20）
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極的な役割を国際社会で果たすことを通じ、

他国から信頼され、攻められない国を作ろう

としました。これは日本の安全と平和だけで

はなく、世界平和に向けた、最大の国際貢献

になります。」カッコイイでしょ！今、まさに

必要とされていることです。私は日本国憲法

をもって、鼻が高いです。

最近、小さな田んぼと畑を借りて、作物を

育てる練習を始めました。お米ってすごいの

です！初心者であっても、化学肥料や農薬を

使わなくても、ちゃんと実ってくれるのです。

自分でお米を育ててみたら、「これで生きてい

けるぞ！」なんて自信がつきました。少ない

ながら自分で育てたお米を手にすると、嬉し

くて、ついお友達に押しつけてしまいました。

「おいしいから食べてみて！」

誰とでも、どこの国とでも分かち合えたら

ステキです。

熊谷紘子さん (城山台)

空は青く澄み山あり、海あり、歴史ある文

化に囲まれた町―長崎。長崎に憧れて城山台

に建てた終の棲家からは、緑豊かな稲佐山を

目で降りるとココウォークの観覧車が見えそ

の傍らに原爆病院が見えます。もう少し目を

凝らせば原爆資料館の入り口を見ることもで

きます。

夫とコーヒーを飲みながら四季の風景を眺

めることができる幸せを噛みしめながら何時

も思うことがあります。それは、突拍子なこ

とかも知れませんがあの日この家で暮らして

いたら私はどうなっていたかしら？と思って

しまうことです。

あの日の私は、母方の親類の和歌山に大阪

から疎開していました。私は幼いながらも私

たち親子が“よそもん”“厄介者”視されてい

るのを感じていましたが、母は何時も「お父

さんが帰ってくるまでネ」というのが口癖で

した。

父は私が２歳の１９４４（昭和１９）年に

３２歳で赤紙で招集され、送られた先は満州

東北部でしたが死亡告知書（公報）を受け取

ったのは１９５６（昭和３１）年６月でした。

父のいた部隊は豊富な武器を有するソ連の電

撃的な攻撃で全滅しました。記録はありませ

ん。残せる状況ではなかったのです。

私は母子家庭に対する様々の差別と経済的

な困窮に立ち向かっていかなければならない

場面に直面した時、何時も「父がいてくれた

ら」と父を殺した戦争を恨み憎みました。父

がいても解決しないことが多々あるとわかっ

ていても戦争を恨み憎みました。結婚して子

供が産まれた時、憲法九条があるからこそ平

和でそして夫が招集されることがない事に安

堵し感謝しました。

長崎の若い世代の人たちが核廃絶に取り組

んでいる姿勢には頭が下がります。と同時に

頼もしくこれからの世界の未来に夢と希望を

抱かせてくれます。

私も「もう歳だから」なんて言い訳ばかり

せず平和な日々がどんなに素晴らしいかを伝

え て い く

努 力 を 惜

し ま な い

よ う に し

た い と 思

い ま す 。

9条フェスタ・ピースウォーク(07/5/
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